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イ法改正後の書記官事務の状況について

（ｱ）公判前整理手続における書記官事務の運用の実情と留意点

（ｲ）犯罪被害者保護制度（公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大

する情報の保護）

㈲被害者参加制度

（3）民事･刑事関係

刑事損害賠償命令制度

（4）家事関係

ア最近の家事事件の動向，書記官事務の状況等について

イ成年後見関係事件における書記官事務の状況について

ウ家事手続案内の実情等について

（5）少年関係

ア最近の少年事件の動向，書記官事務の状況等について

イ被害者配慮制度等における書記官事務の在り方について
3書記官の給与上の諸問題等について

（1）書記官全体の処遇について

（2）級別定数関係について

ア 7級関係

イ 6級関係

ウ官職増設関係

4書記官の任用上の問題について

（1）書記官任用試験及び主任書記官選考について ‘
（2）書記官の任用政策について

ア主任書記官等のポストの増設について

イ書記官の専門分野ごとの育成・配置について

（3）再任用の実施状況等について

ア再任用の実施状況について ､

イ他官庁への出向状況等について

（4）産前・産後休暇，育児休業制度における代替要員の確保について
5 メンタルヘルスについて

6情報政策課と書記官事務について

(1) 裁判事務支援システムについて
ア民事裁判事務支援システム(MINTAS)

㈲MINTASの概要 ‘

(fi)MINTAS導入による書記官事務の変更点

㈲さいたま地裁における利用状況

（工）今後の導入展開予定

イ新しい刑事裁判事務処理システム

（2）期日進行管理プログラムについて

ア出勤管理プログラムについて

イ家事事件用プログラムについて

(3) J ･NETポータルについて
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篠原事務局長

本日は，お忙しい中， 日本裁判所書記官

協議会のために，御出席いただきまして，

誠にありがとうございます。

早速ですが，座談会を始めさせていただ

きます。

始めに， 日本裁判所書記官協議会林会長

が,．ごあいさつを申し上げます。

林会長

本日の座談会には，総務局から安東第一

課長，氏本第二課長，上田第三課長，人事

局から垣内給与課長，丸山参事官，情報政

策課から岡部参事官にご出席いただきました。

皆様方は，大変ご多忙な方々であるにも
ﾞ I

かかわらず，貴重な時間を割いていただき

ましたことに感謝申し上げますとともに，

平素から日本書協の諸活動にご理解と多大デ

なお力添えをいただいておりますことに

も， この機会をお借りしで，厚くお礼申し

上げます。

本座談会は，旧害協時代から日本書協が

引き継いで，今年で第4回目を数えます。

情報政策課を加えた形のものとしても第3

回目となります。書記官の制度役割，職務
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林会長

の関心要望を把握したいと考え，昨年12月

から今年2月にかけて全国8高裁管内別支

部交流会を実施し,本部から会長始め複数

の役員を派遣して，各地の書記官から直接

意見を聞いてまいりました｡本座談会では，

従来から定番のテーマ事項のほかに， この

,支部交流会で出された意見要望も踏まえて

テーマ設定をさせていただきました。

限られた時間ではありますが， この趣旨

をお汲み取りいただき，率直なお話をお聞

かせいただいて，本座談会が実り多いもの

となりますよう祈念し，開始のあいさつと

いたします。

篠原事務局長

それでは， これからの進行は，千葉企画

調査部長が担当します。

&

、
１
Ｊ

三

ノ

（ ＝） 内容，給与，任用, IT化の動向を中心テー

マと‘して実施してまいりましたが， これら

は書記官に直接かかわりのある事項である

ため,会員の関心は極めて高いものがあり，

また， こ｡れらの事項について， まとまって

当局のお考えを聞く機会も少ないので，本

座談会は， 日本書協が企画する座談会シリー

ズの中で， もっとも重要なものと位置づけ

られております。

そこで， 日本書協としましても， この座

談会を企画するに当たっては，会員の現時

千葉企画調査部長

進行役を務め‘させていただきます。進行

についてですが，本日のテーマの順に進め

ていきたいと思います。

1 書記官事務に関する最近の動

向について

（1）裁判員制度について

千葉企画調査部長

裁判員制度に関する準備状況，書記官事

務に及ぼす影響等についてお聞かせください。

、 ﾛ
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安東総務局第一課長
ﾀ

ｱ準備状況について

h

裁判員制度の実施（平成21年5月、

21日）まで,残り1年を切りました。

裁判員候補者の名簿調製等に関する

規定が,本年7月15日から施行され，

今夏から，いよいよ裁判員候補者名

簿の調製に向けた作業が始まること

になります｡ 、

例規則。通達の整備等

規則の関係では，昨年7月に

「裁判員の参加する刑事裁判に関

する規則」 （以下「裁判員規則」 ‘

といいまず｡）が公布され，名簿

調製から選任手続期日に至る一連

の手続等について，その細則が定

められました6また， この4月23

日には，同規則及び刑事訴訟規則

（以下「刑訴規則」といいます｡）

が改正され,裁判員規則において，
訴訟関係人の尋‘問及び供述等の記

‘録媒体への記録等に関ずる事項や

部分判決制度に関する事項につい

ての細則が定められたほか，刑訴

規則において,公判調書未整理の

間の措置に関する規定が整備さ

れ， さらに，裁判員規則及び刑訴

規則において，調書の録音体引用

に関する規定が整備されました。

これらの点については，後ほどお

話しします。 （

また，裁判員法上の各種手続の
ノ

立件の要否，訴訟記録の編成方法

等については現在検討を進めてい

るところであり，今後,関連通達

、

安東総務局第一課長

の整備を行っていく予定ですが，

通達案のイメージが固まり次第

順次情報を提供していきたいと考

えています。

次に，裁判員裁判実施に伴う訟

廷の組織整備については,裁判員

制度の具体的運用や裁判事務のI

T化の進展状況を見据えて検討し

てきたところですが，今般，大法

廷首席書記官等に関する規則の一

部改正を行い（5月30日公布),

8月1日付けで裁判員及び補充裁

判員の選任に関して新たに発生す
ノ ，

る訟廷事務をつかさどる管理職ポ

ストを設置することとしました。

また，あわせて関連通達等の整

備を行い，同日付げで当該管理職

ポストの下に新たな係(裁判員係）

を設置するとともに，同係に新た

な訟廷係長ポストとして裁判員係

長を置くこととしました。

設置することとした管理職ポス

トの概要は次のとおりです。

①地裁本庁並びに東京地裁八王

子支部，大阪地裁堺支部及び福

岡地裁小倉支部に裁判員調整官
を設置 ・

、
〕

４

－

一
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’②横浜地裁小田原支部，静岡地

裁沼津支部，同浜松支部,神戸

地裁姫路支部及び名古屋地裁岡

崎支部に新たに刑事訟廷管理官

を設置

これらの支部については，既

に訟廷管理官が設置されていま

すが，裁判員裁判を取り扱うこ

とになったので新たに刑事訟廷

管理官を設置し，同管理官に既

存の訟廷事務に加え〉裁判員及

び補充裁判員の選任に関する訟

廷事務を取り扱わせることとし

たものです。

③長野地裁松本支部及び福島地

裁郡山支部に訟廷管理官を設置

､ これらの支部については，裁

’ 判員裁判を取り扱うこととなっ

たので，新たに訟廷管理官を設

置し，同管理官に既存の訟廷事
吋

務に加え，裁判員及び補充裁判

員の選任に関する訟廷事務を取

’ り扱わせることとしたものです。

(ｲ）裁判員制度の円滑な導入に向け

た取組

裁判員制度を円滑に導入するた

めの準備として,各庁において，

模擬選任手続を含む模擬裁判が実

施され，具体的運用の在り方につ

いての検討が行われています。ま

た，企業団体訪問及び国民の関心

により実質的に応えるための広報

企画等の取組も行われているとこ

ろです。

さらに, ’

を備えた名簿管理システムについ

ては，第一次開発が完了し，本年

6月までに同システムのクライア

ント端末等が各庁に整備される予

定となっており，同システムの円

滑な導入・運用を図るため，本年

6月には，裁判所職員総合研修所

において，担当者を対象としたシ

ステム導入・操作研修も行われる

予定です。また，現在,》同システ

ムに １
－

一

一

｜を

盛り込むための第三次開発を進め

， ているところであり，来年1月に

は稼働できるようにしたいと考え

ています。 ～

なお，選任手続に関する業務の

うち，裁判員候補者に対する名簿

登載通知書及び調査票等の発送・

集計業務並びに同通知についての

問い合わせへの対応業務（コール

センター）等については，外部業

者に委託することを予定しています。

イ蓋己官事務に及ぼす影響等について

例選任手続

裁判員制度が実施されると，呼

出しを受けた裁判員候補者からの

問い合わせへの対応，選任手続期

日での裁判員候補者に対する手続

説明（オリエンテーション)，来

庁した裁判員候補者に対するいわ

ゆる接遇など，選任手続における

裁判員候補者への対応は，書記官

！
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会報書記官1鋼6号

ついては，本年3月に裁判所職員

総合研修所において実施された刑

事特別研究会においても議論がな

されたところであり，その内容は

参加者を通じて現場に還元されて

いくことになると思われますの

で，参考にしていただければと思

います｡

(ｲ）裁判員裁判下の審理の在り方と

公判調書の在り方

裁判員裁判の下では，一般国民

である裁判員に， これまでのよう

に大量の記録を読み込んでもらう

ことはできませんから，裁判員が

「目で見て,耳で聞いて分かる」

審理を実現する必要があります

が，現在，その環境整備の一環と

して，裁判員法廷へのIT機器

(大型ディスプレイ,､書画カメラ，

液晶タブレット等）の整備が進め

‘られています。これらの機器につ

いては，基本的には立会書記官が

1人で操作することができます。

機器の操作に当たり，職員に過度

の負担をかけるこ-とがないように

工夫していきたいと考えていま

す。また,各機器に障害が起きた

場合には，速やかに復旧できるよ

う，保守態勢を整えています。

また，裁判員裁判においては，

連日的開廷による審理が行われ，

結審後も速やかに評議，判決が行

われることになります。このため，

昨年，刑事訴訟法（以下「刑訴法」

といいます｡）が改正され，公判

が中心となって担当することにな

ると考えられます。これまでも，

書記官は事件当事者等との第一次

的な接点として活躍してきたとこ

ろですが,例えば,選任手続では，

一つの事件につき多数の裁判員候

補者が呼出しを受け，来庁するこ

とが想定されており，多くの方々

に短時間で分かりやすく説明する

必要があります。また，裁判員候
． （

補者への対応いかんは，当該事件

の円滑な進行だけでなく，国民の

裁判員制度全体に対する評価に･も

大きな影響を与えるものと考えら

れます。新たに選任手続における

裁判員候補者への対応という重要

な役割を担うこととなる書記官に

は,これまで以上の活躍が期待さ

れています。

また，選任手続においては，事

件担当部と，訟廷，総務，会計等

の各部門とが緊密に連携し，裁判

所全体が一つのチームとして動く

ことが重要となってきますので，

書記官には，チームの一員として

他の部門と連絡を密にし協力し合

うという意識がより一層求められ

ることになると考えます。
． 、

なお，選任手続の業務処理のイ

メージについては，現段階におい

て整理じ得る限りのものを取りま

とめた「裁判員等選任手続に関す

る執務資料」においてお示しした

ところです。また，裁判員候補者

や裁判員に対するいわゆる接遇に
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調書の整理期限が伸長されたとこ

ろですし，公判調書未整理の間の

措置についても，今回，刑訴規則

が改正され,当事者の請求により，

証人尋問等の要旨の告知に代えて

証人尋問等を録音した録音体等を

再生する機会を与え，再生した場

合には，刑訴法50条の要旨の告知

は要し・ないこととすることが定め

られましだ。

もっとも，裁判員裁判における

公判調書の記載内容に関しては，

裁判員裁判固有の手続の記載が加

わりはするものの，基本的にはこ

れまでの公判調書と大きく変わる

ところはないと考えています。ま
、 ／

た,評議において公判調書を読み

返すというようなことは想定され

ていませんし，前述のとおり公判

調書の整理期限も変更されはしま

したが，訴訟手続を公証して訴訟

手続の公正さを担保し，上訴審に

おいては原審の審理の状況を明ら

かにするという公判調書の重要性

は，従来と何ら変わらないものと

考えます。なお，新たな問題とし

て，例えば, IT機器を利用して

ビジュアル的な冒頭陳述等が行わ

れ， これまでのように唐面や音声

のみに頼ることができない場合に

これをどのように記録化するか，

といった事項も考えられます。ま
）

た,裁判員裁判においては，記録

の整理前に評議が行われたり，連

日的開廷に対応するために複数の

書記官が交替で立ち会うなどする

ため， これまでとは異なり未整理

の公判記録をやりとりする場面が

多くなると想定されることから，

事件書類の紛失等の過誤が生じな

いような方策を講じる必要もある

と考えます。
また，今回の裁判員規則及び刑

訴規則の改正により，裁判員等選

任手続調書及び公判調書への録音

体引用の規定も新設されました。

両者の間には，録音体引用の要件

や上訴の申立てがあった場合の録

音体の内容を記載した書面の作成

の要否などにおいて規定上の相違

点があります。また，裁判員等選

任手続調書においては,裁判員候

補者等に対する質問及びその陳述

については，基本的に録音体を引

用することを想定していますが，
）‘

公判調書への録音体引用について

は，例えば即決裁判対象事件に準

じた事件等，当面は主として1回
&

結審での処理がなされているよう‘

な事件で用いることを想定してい

ます。いずれにしても，録音体引

用調書の作成が可能となったこと

により，調書作成事務の合理化を

図ることができるものと考えます｡

本年度から，裁判員対象事件に

ついて，連日的開廷を行う運用を

開始した庁もあると聞いています。 、

裁判員制度開始までに実務を積み

重ね，裁判員制度の円滑な導入に

努めていただきたいと考えます。
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会報書記官約6号

（2）書記官事務の環境整備について

千葉企画調査部長

音声認識システムの研究開発状況につい

て，お聞かせください。 ，

氏本総務局第二課長

ア音声認識システムの研究開発の状

況について

音声認識システムについては，裁

判員裁判での利用を念頭に置いて，

裁判員裁判の具体的な運用等も視野

に入れつつ，研究開発を進めていま

すが，裁判員裁判では，連日的に証

拠調べが行われ，審理の後その記憶

が鮮明なうちに速やかに評議が行わ

れることから，公判調書を用いて証

言内容を逐一確認する必要性は低

く，むしろ，裁判員裁判に求められ

るのは，評議において，一般人であ

る裁判員等が法廷における証言内容

を確認する必要が生じた場合に，映

像・音声によって迅速に証言内容を

確認することのできるツールである

と考えられます。そこで，音声認識

システムにより得られた文字データ‘

を映像・音声データとリンクさせ，

文字データをいわばインデックスと

して利用することによって,証言等

の中から評議での確認に必要な部分

を検索し，速やかに映像及び音声で

再現することを念頭に置いて，映像

関連機能として盛り込むことを前提

としてシステム構築を行ってきたと

ころであり，これまでの研究開発に

よって，文字データを検索のための

インデックスとして利用する上では

氏本総務局第二課長

大きな支障はない程度に認識率の向

上が図られだと考えています。

裁判員裁判の導入を間近に控え，

今後ば現場の意見も踏まえつつ，

法廷環境に適合した最適なシステム

とするために，平成20年5月下旬こ

ろから1， 2か月程度の間，東京地

裁の4法廷（途中から法廷数を縮小

予定）に映像，音声及び認識結果を

統合するプロトタイ・プ（試作品）を

設置して実際の事件の証言等を認識

させるとともに，法廷や書記官室に

おいて書記官の実際の業務フローを

念頭に置いたテスト運用を行った

り，可能であれば模擬裁判の評議等

においても試用してもらうことを考

えています。

また，東京地裁以外の職員にもプ

ロトタイプの概要を伝えるために，
, '

各庁に対し，プロトタイプの主要な

画面の遷移，音声認識の状況，検索

方法等をパソコンで見ることができ
。 『

るようなCD－ROMを配布し，希′

望する職員に適宜見てもらい,意見，

要望等があ'れば出してもらうことを

予定しています。

音声認識システムの操作画面及び

4訂
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座談会

昨年度大阪地裁で収集した音声

データを解析したところ，法廷内

において関西語が使用されるケー

スが多くあり，標準語を使用する

場合よりも認識率が低下すること

が判明したことから， より汎用性

のあるシステムを構築するため

に,本年度は関西語を対象とした

研究開発を進める予定です6その

ため， 6月初旬ころから9月下旬

ころにかけて,大阪地裁において，

当初4法廷程度，最大8法廷程度

） で,更に250時間程度の音声デー

タの収集を行うことを予定してい

ます。

今年度は， このような作業を中

心としてシステ:ムの精度を高めて

いく予定であり，平成20年12月こ

ろに更に複数の庁の法廷でテスト

運用を実施し,最終評価を行う予

定です。そして，平成20年度中に

は，全国の裁判員法廷にシステム

機器を設置し， システムを操作す
‘る職員等を対象に操作説明会を開

催したり,業務フローに即したマ

ニュアルを整備するなどして，実

際の運用に備えたいと考えています。

千葉企画調査部長 ）

事務の効率化の見直し作業についてお聞

かせください｡

上田総務局第三課長

イ事務の効率化の見直し作業状況に

ついて
： へ

総務局では，書記官事務及び訟廷

事務の合理化,適正化を図るため，

機器構成については，次のとおり作

業を進めています。 －

脚操作画面

法廷，評議室,書記官室等の各

操作場所での操作内容に応じて，

裁判官や書記官等の操作のしやす
｛ ．

さという観点から検討を進めてい

ます。

(ｲ）機器構成
I ・

機器構成については，裁判官や

書記官の操作のしやすさという観

点や，静粛性，省スペース性等の

法廷環境とめ調和という観点から

検討を進めています。機器構成の

大まかなイメージとしては，音声

認識用と画像制御用のタワー型パ

ソコン2台とミキサー等の付属機

器を~つのラックに収納して書記

官席の近くに設置し，書記官卓子

上には'デイスプレイ，キーポー

、 ド及び録画用カメラを設置するこ

とを考えています。そのため,音

声認識システム等のOA機器の操

作がしやすいよう，書記官卓子の

形状を変更することも検討中で

す。また,‘法廷内で法廷用nT機

器と音声認識システムを操作する

こととなる書記官の負担を軽減す

るために，ディスプレイとキーボー

ドについては法廷用IT機器を構

成するパソコンと共用し，切替機

により音声認識用の画面と法廷用

IT機器用の画面を切り替えるこ

とができる･ようにしたいと考えて

います｡

4

凸一一

、
１
１
Ｆ
ＩJ

I

P

4

I・
７
９

、

Ⅱ

１

■

、

寺

■

３

■

日

伊

凸

■

■

■

９

凸

■

■

ｇ

凸

８

邑

日

■

ｑ

Ｊ

０

■

■

０

９

日

■

０

日

０

町

Ｉ

ｑ

ｊ

Ｇ

ｒ

０

Ｉ

０

Ｊ

Ｔ

■

４

“

も

Ｊ

１

６

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

０

４

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

１

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

ｆ

１

Ⅱ

Ｉ

凸

８

二

■

！

Ⅱ

０

０

〃

口

０

■

。

１

ロ

９

口

８

９

８

■

０

守

り

も

。

■

Ｉ

．

■

Ⅱ

Ｉ

①

△

＄

庁

△

Ｉ

“

Ⅱ

■

､

1

ノ（
－やや

4

■

冊

ｄ

■

■

ｑ

ｌ

ｌ

も

’

１

川

Ⅱ

１

１

‐

１

８

１

１

４

０

１

１

Ⅱ

‐

I

､JJJ J－ｱｮL
’

’

一 . 守寺竺一△_ - .F- -- ﾛ b～ ﾛ ‘- ‘ 一釘 - -2 - -吾卓■ 』 ■ 4 －-一 一四 - - ､

一一一 ・－ ． ‐ －-－－－－
－－宝‘ ｡ Gｰ､一一号‘■'－－ー一一一・・一ー一･･一一一

, 一 ロー▲ -－－－－ ．－ = ＝一一一画一一一 △ . 一一一一 ．一一 ＝一 ? .－－一 二 －



1

~－－ー~･－－－－巳一一一一一一→■ー＝－－－－

＝曲 ユー戸 ■－ヨー

－＝画一一一程一一■一一一一口一－－－－－－一一一一 ＝－一一一一一一－一一－－－－■ーターロー一一

ロ ー＝ －－← 一己■凸＝元＝一一一一一一一一■一一一一一告一

一－－画＝ ■■

’
－~1

＝

会報書記官第16号

日記簿の廃止,郵券管理簿と郵券保

管袋の一元化，民事雑事件の立件範

囲の見直し等書記官事務に関する通

達等の見直し作業を行ってきました。

そこで， これらの通達改正に対応

するため，平成17年7月に配布した

CD-ROM版の「民事書記官事務

の手引（訴訟手続)」を改訂し， 「民

事書記官事務の手引（訴訟手続）

(平成19年7月改訂版)」を配布しま

したので，事務処理に活用していた

I

上田総務局第三課長の手引（訴訟手続)」を改訂し， 「民

事書記官事務の手引（訴訟手続） え，自庁内でできる事務の見直しや

(平成19年7月改訂版)」を配布しま 合理化については積極的に取り組ん

したので，事務処理に活用していた でいただきたいと思います。

だければと思います。
， 2分野ごとの書記官事務の状況

また，本年3月27日に民事調書通
等について ，

達及び少額訴訟通達の一部を改正す

る通達及び事務連絡を発出し，同年 (1)民事・行政関係

5月1日以降,簡裁の民事通常訴訟 千葉企画調査部長

事件等においては，書証目録の作成 最近の民事事件の動向，書記官事務につ

を省略する'ことができることとしま いてお聞かせください。

した。 氏本総務局第二課長

これは，簡裁の民事通常訴訟事件 ， ア最近の民事事件の動向, 《書記言事
においては，一般的に，開かれる期 務の状況等について

日の回数も書証の数も少ないと考え まず，最近の民事事件の事件数の

られるところ，既に書証目録の省略 動向ですが，平成19年の全国の新受

が認められている少額訴訟と比較し 件数は,全体として,平成18年に引

ても，詳細な証拠関係の記載を記録 き続き概ね減少しています。具体的

上残しておく必要性は必ずしも高く にはヅ不動産執行事件（前年比一

ないと思われる一方，現在簡裁にお 10.6％)，債権執行事件（前年比一

ける民事事件の新受件数は増加傾向 10.8%), ,財産開示事件（前年比一

にあり書記官事務も効率的な処理が 16.0％),破産事件（前年比-9.7％)，

求められているため,改正を行った 簡裁の特定調停事件（前年比一

ものです｡、 197％）及び支払督促事件（前年

なお，総務局としては,今後も継 比-17.2%）は,平成18年に引き続

続して見直す点がないが検討してい き減少しています。もっとも，不動

きたいと考えています。各庁におか 産執行事件は，本年に入り増加に転

れても，昨今の事務処理状況を踏ま じています。
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これに対し，地裁の訴訟事件（前

年比十22.0％)，簡裁の訴訟事件

（前年比十18.2％）及び少額訴訟債

権執行事件（前年比十21.5％）は，

いずれについても平成18年に引き続

､ き増加しています｡また,保全事件

及び配偶者暴力保護命令事件は，横

ぱいとなっていますO ､

このように，民事事件全体として

は，減少している分野が多いとはい

え，一定の分野についてはゥ依然と

して高水準で推移していますし,訴

訟事件等のように増加している分野

もあることから，今後もその動向に

注目していく必要があります。

千葉企画調査部長

法改正後の書記官事務の状況等について

お聞かせください。

上田総務局第三課長

イ法改正後の書記官事務の状況等に

ついて

㈱民事訴訟における付添い，遮へ

い及びビデオリンクの措置の導入

関係

昨年成立した「犯罪被害者等の

権利利益の保護を図るための刑事

訴訟法等の一部を改正する法律」

（以下「犯罪被害者保護法等改正

法」といいます｡）のうち，民事

訴訟における付添い等に関する部

分が本年4月1日から施行され，

民事訴訟においても付添い等の各

措置をとることができる旨法制化

されましたb、

これに伴い，民事調書通達等の

関連通達を改正するとともに，

「民事訴訟における付添い等の措

置に関する参考資料」 （平成20年

3月19日付け民事局第一課長，家

庭局第一課長,総務局第三課長，

経理局監査課長事務連絡「犯罪被

害者等の権利利益の保護を図るた

めの刑事訴訟法等の一部を改正す

る法律の制定に伴う通達の整備等

について」の添付資料）を作成し，

付添い等の各措置をとる際の留意

点及び調書の記載例等を示しました。

同資料にも示しておりますとお

り‘，付添い等の各措置をとる場合

における書記官事務においては，

ビデオリンク装置や遮へい板の確

保等といった事前準備，証人等の

誘導路の確認など証拠調べ期日の

手続の流れに関する事件関係者や

裁判体との打合せ等が求められて

いるところです。 ′

(ｲ）配偶者暴力に関する保護命令事

件関係等

「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律の一部

を改正する法律」が本年1月11日

から施行され，被害者への電話等

を禁止する保護命令の創設や被害

者の親族等への接近禁止命令の創

、設等，保護命令制度の拡充が図ら

れるとともに，裁判所から配偶者

,暴力相談支援センターに対し保護

命令の発令に関する通知､をすべき

場合が定められるなどしました。

平成19年における配偶者暴力に
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、
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会報書記官第16号

関する保護命令申立事件の全国の

新受件数は2779件であり，平成18

年（2759件）とほぼ同数ですが,

高水準で推移しており，先ほど述

べた法改正により，新受件数にど

のような‘影響があるか注目してい

く必要があります。

保護命令事件の手続における書

記官事務においては，従来から，

申立人（被害者）を始めとする事

件関係者の心情に配慮した対応，

事件関係者に関する情報の適切な

管理及び都道府県警察や配偶者暴

力支援センターとの連携が求めら

れております。なお，事件関係者

に関する情報管理について,裁判

所における不注意等によって情報

を流出させた場合（電話応対時や

記録閲覧時に生じやすい｡)には，

事件関係者に取り返しのつかない

損害を与え，裁判所に対する信頼

を失墜させることとなるので,厳
重な注意を要すると考えておりま

す。今後も，各庁におかれまして

は，適正な事件処理に努めていた

だきたいと考えています。

立てや申し立てた事件の進行状況の

照会等をオンラインで行うことがで

きるシステム。以下「督オンシステ

ム」といいます｡）は，民事局にお

いて開発が進められ，平成18年9月

1日から,東京簡易裁判所において，

東京地方裁判所管内の各簡易裁判所

の管轄に属する事件を対象として運

用を開始し，その後，平成19年2月
1‘ ‘

1日から，大阪地方裁判所管内の各

簡易裁判所の管轄に属する事件に，

同年11月1日から東京高等裁判所管

内（東京地方裁判所管内を除く。）

の各簡易裁判所の管轄に属する事件

に対象を拡大しました｡申立件数は，

運用開始から，本年3月末までで，

約2万5800件にのぼっており，順調

に事件が処理されてきています。

この間，平成19年8月に，督オン

システム､を運用する東京簡易裁判所

民事第7室が墨田庁舎へ移転したの

に伴い，督オンシステムも移設され

ましたが，移設前と同様に順調に稼

働しています○

今後，督オンシス‘テムで取り扱う

督促事件の範囲を更に拡大する謨定

であり，本年11月に大阪高等裁判所

管内（大阪地方裁判所管内を除く｡)

及び福岡高等裁判所管内の各簡易裁

判所の管轄に属する事件に対象を拡

大する方向で準備を進めています。

なお，平成22年度を目途に，全国の

支払督促事件を督オンシステムによ

り処理できるようにしたいと考えて

）います。

、
、
，
ノ

ー

、

_ノ

千葉企画調査部長
ノ ・

督促手続オンラインシステムについてお

聞かせください。

上田総務局第三課長
． j

ウ督促手続オンラインシステムにつ

いて

督促手続オンラインシステム（支

払督促事件のうち，定型的な処理が

可能なものについて，支払督促の申
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千葉企画調査部長

法改正後の書記官事務の状況についてお

聞かせください。

上田総務局第三課長

（2）刑事関係

千葉企画調査部長

最近の刑事事件の動向,書記官事務の状

況についてお聞かせください。
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凸

イ法改正後の書記官事務の状況につ

､いて

例公判前整理手続における書記官

事務の運用の実情と留意点

裁判員にとって分かりやすく，

かつ負担の少ない裁判を実現する

ためには，公判前整理手続におい

て徹底した争点の整理と証拠の厳

選を行い，適正な審理計画を立て

ることが不可欠の前提となりま

す。したがって，裁判員裁判を円

滑に導入するためには，制度開始

までに公判前整理手続の適正な運

用を定着させておく必要がありま

す。この点，公判前整理手続が導

入されてから既に2年半以上が経

過し，実務例も集積されつつあり

ますし（最高裁から，昨年7月に

検討の素材として「公判前整理手

続調書の記載例」もお示ししたと

ころです｡)，研究会や協議会等の

場においても，公判前整理手続調

書の記載の在り方や公判前整理手

続における書記官の関与の在り方

について検討が重ねられてきてい

るところです。その結果，公判前

整理手続調書の記載の在り方につ
ﾞI

いては，基本的には結果的事項を

簡潔に記載すれば足りるというこ

とで共通認識が形成されつつある

､ ように思われますが，公判前整理

安東総務局第一課長

ア最近の刑事事件の動向書記官事

務の状況等について

まず，最近の刑事事件の事件数を

見ると，平成18年の刑事訴訟事件の

新受件数は,高裁が9239人，地裁が

10万6020人，簡裁が67万5706人（う

′ ち略式事件数は65万8398人）でした

が，平成19年は,′高裁が8186人,地

裁が9万7828人，簡裁が56万9424人

（うち略式事件数は55万5246人）と

なりました。高裁，地裁及び簡裁の

いずれにおいても，新受件数は減少

傾向にありますが，依然として高い

ポ準を維持じているということがで

きます。

次に，最近の刑事事件を巡る主要
． j

な動向としては，先ほどお話しした

裁判員制度の実施が間近に迫ってい

るほか，犯罪被害者等の権利利益の

保護を図るための諸制度が順次施行

され,昨年,2月には公判記録の衛覧
及び謄写の範囲の拡犬や犯罪被害者

等に関する情報の保護の制度が導入

され讃した。また,本年12月までに，

刑事手続への被害者参加制度及び刑

事損害賠償命令制度が導入されるこ

とになっています。これらの制度に

ついては後ほどお話ししたいと思い

ます6
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会報書記官’第16号

平成20年度書記官実務研究におい

ては， 「公判前整理手続を中心と

する書記官事務の研究（仮称)」

というテーマで研究が行われてい

ます。

(ｲ)犯罪被害者保護制度（公判記録

の閲覧及び謄写の範囲の拡大・犯

罪被害者等に関する情報の保護）

犯罪被害者保護法等改正法のう

ち，公判記録の閲覧及び謄写の範

囲の拡大に関する部分が平成19年

12月26日から施行され，従来の要

件が改められて，被害者等につい

て，原則として公判記録の閲覧及

び謄写が認められるようになった

ほか，同種余罪の被害者等につい

ても，公判記録の閲覧及び謄写が

‐新たに認められるようになりました。

また，犯罪被害者保護法等改正

法のうち,犯罪被害者等に関する

情報の保護に関する部分も同日か

ら施行され，公開の法廷において

性犯罪等の被害者の氏名等を明ら

かにしない旨の決定ができるよう

になったほか，検察官が，証拠開
へ ，

示の際に，弁護人に対し，被害者

、等の氏名等が被告人その他の者に

知られないようにすることを求め

ることができるようになりました。

これらの新制度の実施状況とし

ては，本年1月から3月までの実

施件数の累計が，同種余罪の被害

者等による閲覧謄写については4

件，被害者特定事項を明らかにし

ない決定については431件となっ

手続調書の記載の在り方は，裁判

員裁判における判決書の在り方や

公判前整理手続を経た事件の控訴

審での審理の在り方とも関わる問

題ですので，今後も引き続き検討

すべき問題であると考えています。

また，公判前整理手続における

書記官の関与の在り方について

は，裁判官と書記官が協働して手

続を進めることが重要であると考

えますが，書記官に求められてい

るのは，裁判官が行うべきことを

裁判官に代って行うということで

はありません。むしろ，書記官に

は，訴訟手続の公証及び進行管理

という書記官の本来的役割を確実

に行うことによって，公判前整理
1 ．

手続をより充実したものにするこ

とが求められていると考えます｡

そして，個々の書記官が，公判前

整理手続において公証事務や進行

管理事務といった書記官の本来的

事務を確識こ行って,実績を徐々
に積み重ねることにより，刑事訴

訟の実務にお､ける書記官全体に対

する信頼もより高まっていくもの

と考えています。

既に多くの庁において，裁判員

対象事件を原則として全件公判前

整理手続に付する運用を行い,問

題点の洗い出しや運用の定着を図

る取組を実施していると聞いてお

ります。各庁において，今後更に

樵勅探まることを期待しています。

なお，裁判所職員総合研修所の
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ています。今後, ，これらの制度が

国民に浸透するにつれ，件数が増

加することも考えられます。

伽被害者参加制度 ’

犯罪被害者保護法等改正法のう

ち，被害者参加制度に関する部分

が本年12月26日までの政令で定め

る日から施行されることになって

います。

被害者参加制度とは,"故意の犯

罪行為により人を死傷させた罪，

業務上過失致死傷の罪等に係る被

告事件の被害者等から，被告事件

の手続への参加の申出がある場合

において，裁判所が相当と認める

ときは，当該被害者等が刑事裁判

手続に参加することを許すという

ものです。参加を許された者（被
／

、害者参加人）は，公判期日に出席

したり，被告事件についての検察

官の権限行使に関し,意見を述べ，

説明を受けることができるほか,

裁判所の許可を得て，証人を尋問

したり，被告人に質問を発したり，

検察官の意見の陳述の後に自ら意

見を陳述したりすることができます。

｜被害者参加制度において,被害

者参加人と第一次的に接するのは

検察官となっていますが，裁判所

としても，公判前整理手続や事前

準備の機会に, ,検察官を通じて被

害者等の意向を把握しておく必要

があり，このような場面において，

進行管理事務を担う書記官の役割

が一層重要になると考えます。

被害者参加制度については，こ

の4月23日に刑訴規則が改正され

て，その細則が定められ，参加申

出に関する手続の方式や公判調書

等の記載事項などが明らかになり

ました。また，本年4月に，別途，

犯罪被害者等の権利利益の保護を

。 図るための刑事手続に付随する措

置に関する法律（以下「犯罪被害

者保護法」といいます｡）等の一

’部が改正され，裁判所が被害者参

加入のための弁護士(国選被害者

参加弁護士）を選定する制度も導

入されることになりました。

今後関連する通達等の整備を

急ぐとともに，調書の記載例等の

執務資料を提供していきたいと考

えていますのでク各庁においても

検討を深め， より具体的な運用jイ

‘ メージを固めるなどして，制度の

円滑な導入に努めていただきたい

と考えています。

(3) ‘民事・刑事関係

千葉企画調査部長

刑事損害賠償命令制度についてお聞かせ

ください。

上田総務局第三課長

刑事損害賠償命令制度

犯罪被害著保護法等改正法のうち，

刑事損害賠償命令制度に関する部分

がゥ先ほどお話しした被害者参加制度

と同様に,本年12月26日までの政令で

定める日から施行されることになって

／ います。刑事損害賠償命令制度とは，

故意の犯罪行為により人を死傷させた

。
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会報書記官鋼6号

刑事事件記録符号規程を改正して，

基本事件として立件する方向で検討

を行‘っています｡）を行った上で，

申立書の副本を相手方に送達する必

要があります(犯罪被害者保護法10

条（国選被害者参加弁護士制度導入

に伴う法改正後18条)，犯罪被害者

保護規則15条)b ， （

刑事損害賠償命令事件の審理

刑事損害賠償命令制度において

は，刑事手続の成果を利用して簡易

迅速に解決す.るという制度目的か

ら，刑事被告事件について有罪判決

の言渡しがあった場合には，原則と

して,直ちに審理期日を開き，かつ，

4回以内の審理期日で終結すべきこ

ととされています｡刑事損害賠償命
令の裁判は，口頭弁論を経ないです

ることができ，口頭弁論を行わない

:場合には，裁判所は当事者を審尋す

ることができます（同法15条（同改
勺

正後23条)， ､任意的口頭弁論)。期日

が開かれた場合には’ロ頭弁論調書
？ ・

又は審尋調書を作成する必要があり

ますが，調書には，取り調べた刑事

記録を明示する必要があります。調

書の作成についてはタ民事訴訟規則

の規定が準用されますが，証人等の
、ノ

供述については,記載の省略が認め

られています（同規則19条)。また，

刑事損害賠償命令の裁判は決定の形

式で行われますが，決定書の作成に

‘代えて，当事者が出頭する審理期日

において主文及び理由の要旨を口頭

で告知する方法により裁判を行うこ

罪等に係る被告事件に関し，被害者等

からの申立てにより，当該被告事件の

刑事手続の成果を利用して，刑事事件

の審理を行った裁判所が損害賠償請求

についての審判を行い，かつ，異議等

があった場合には民事裁判所に移行す

るというものです。このように，同制

度はこれまでにないまったく新しい制

度ですので，以下，書記官事務に及ぼ

す影響が大きいと思われる部分を中心

に，制度の概略を説明することとしま

す。なお，刑事損害賠償命令制度につ

いても， この4月23日に犯罪被害者等

の保護を図るための刑事手続に付随す

る措置に関する規則（以下「犯罪被害

者保護規則」といいます｡）が改正さ

れて，その細則が定められました。

ア刑事損害賠償命令事件の申立て

刑事損害賠償命令の申立ては，公

訴提起後弁論終結までにすることに

なっていますが， 申立書の記載事項

が制限されてお'り， また，刑事被告

事件について有罪判決の言渡しがあ

るまでは，審理及び裁判を行わない

こととされています｡これは,刑事

事件を担当する裁判官の心証に不当

な影響を及ぼすのではないかとの懸

念を刑事事件の当事者に生じさせな

いようにするとともに，民事に関す

る争いが刑事事件に持ち込まれるこ

とにより，迅速かつ適正な裁判の実

現が阻害されないようにするための

規定です。

刑事損害賠償命令事件の申立てが

あった場合には,書記官は立件（※
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とができ（同法18条4項（同改正後

26条4項))， この場合には書記官が

決定害に代わる調書を作成すること

となります。

今後,調書や書証目録の様式，記

録の編成方法等の検討を進めていく

こととなりますが,刑事損害賠償命

令事件の審理は，民事訴訟法や民事

訴訟規則の規定が多く準用されてお

り，調書の記載などの書記官事務に

ついても，民事手続に準,じた運用が

行われることになると考えられます。

ウ異議等による民事裁判所への移行

当事者が刑事損害賠償命令の申立

てに対する裁判に対して異議の申立

てをした場合や，刑事裁判所が4回

以内の審理期日において審理を終結

することが困難であるとして刑事損

､害賠償命令事件を終了させる旨の決

定を行った場合にはｳ通常の民事裁

判所に訴えの提起があったものとみ

なされます（同法20条（同改正後28

条),24条4項(同改正後32条4項))。

これらの場合には，刑事損害賠償命

令事件の記録は原則として民事裁判

所に送付される､こととなりますの

で，刑事裁判所の書記官において取

り調べた刑事訴訟記録の写しを作成

する必要があります6

移行後は通常の民事訴訟手続によ

ることと．なりますが，送付された記

録について当事者が書証の申出をす

る際には，書証とすべきものを特定

することによりすることができると

の書証の申出の特例が認められてい

ます（同法22条（同改正後30条))。

この申出は書面によらなければなら

ないとされていますが（同規則25

条)，書証の写しは提出されないた

め，刑事損害賠償命令事件記録の取

扱いをどのようにするのか，検討を

する必要があると考えています。

今後，関連する規程や通達等の整

備を行うとともに，調書の記載例等

の執務資料を提供していきたいと考

えていますので，各庁においても検

討を深め，制度の円滑な導入に努め

ていただきたいと考えています。
《 ､

（4）家事関係

千葉企画調査部長

最近の家事事件の動向，書記官事務の状

況等についてお聞かせください。

氏本総務局第二課長

ア最近の家事事件の動向，書記官事

務の状況等について

平成19年における家事事件及び人

訴事件の新受件数の総数は,-前年比

′で約1.2％増加しました。その内訳

を見ると，家事調停事件は,ほぼ横

ばいの状態ですが，家事審判事件は

約1.9％の増加人訴事件は約,3％

の増加となっています。

平成19年4月1日からいわゆる離

婚時年金分割制度が導入されました

が， これに基づく請求すべき按分割

合に関する処分申立てについては，

平成19年4月1日から本年2月29日
．： ‘ ・

までの間の付随申立て等を含めた新

受件数総数が9978件となっており，

そのうち離婚調停に付随して申し立

、
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会報書記官？釦6号

の一部を改正する規則」 （平成20年

最高裁判所規則第’号）が，本年4

月，日から施行され，児童の身辺へ

のつきまとい又は住所等の付近のは

いかい禁止の審判前の保全処分の制

度が新たに設けられ，所要の通達改

正を行いました。

なお,児童虐待の防止に関しては’

同法において，地裁, ､家裁及び簡裁

において発付する臨検捜索許可状に

よる臨検捜索の制度が新設されまし

たが， これは，児童虐待が児童の生

命又は身体に重大な危険を生じさせ

るおそれがあることにかんがみ設け

られたものですので，随時の請求に

対して即時の審査と許可状発付等の

裁判を行うことができるよう，各裁

判所においては，各地の実情に応じ

て受付及び処理態勢を整えていただ

いた上で，適正かつ迅速に対応して

いただくようお願いします。

てられた件数は4706件，離婚訴訟の

附帯処分として申し立てられた件数
へ

’は788件となっています。これを離

婚調停又は離婚訴訟の新受件数との

対比で見ますと，離婚調停4万8834

件のうち9.6％について，離婚訴訟

9155件のうち8.6％について，それ

ぞれ付随申立て等がなされたことに

なり，離婚調停については約10件に

1件の割合で，請求すべき按分割合

に関する処分申立てが付随して申し

立てられていることになります。ま

た，既に係属している離婚調停又は

離婚訴訟に付随申立て等として追加

的に申し立てられだ件数は3402件あ

り，そのうち離婚調停に追加的に申

し立てられた件数は2574件，離婚訴

訟に追加的に申し立てられた件数は

828件でした。施行後約1年が経過

↓したばかりの制度ですので，事件動

向には今後も’留意していく必要があ

ると思います。

なお，本年4月1日から，被扶養

配偶者である期間についての特例に

関する規定（厚生年金保険法第3章

の3等）が施行され，平成20年3月

31日付け家庭局長通知及び同日付け

家庭局第一課長事務連絡も発出され

ています。書記官においても，制度

内容についての理解を深め，確実な

事件処理を心がけていただきたいと

思います。

また， 「児童虐待の防止等に関す

る法律及び児童福祉法の一部を改正

する法律」及び「特別家事審判規則

~

〆

/、

千葉企画調査部長

成年後見関係事件における書記官事務の

状況についてお聞かせください。

上田総務局第三課長

イ成年後見関係事件における書記官

、事務の状況について

平成19年における成年後見関係事

件の新受件数は3万0370件であり，

3年前の平成16年との比較では約

1.5倍の事件数とな‘っています。ま

た，後見等監督事件の新受件数は5

万3070件と5万件台に達し，前年比

，では約32％の増加， 3年前の平成16

” 年との比較では約2:倍という件数と

、
１
１
〃
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、
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なっています。成年後見制度につい

ては，今後， ますます利用されるよ

うになり，特に後見等監督事件につ

いては，累積的に増加していくこと

が予想されます。

このような実情を踏まえ，平成18

年7月に成年後見事件担当裁判官等

事務打合せが開催され，続いて平成

19年2月には家裁首席書記官協議会
｛

が，平成19年秋には全国4ブロック

に分かれて，成年後見事件担当書記

官事務打合せが開催され，成年後見

事件処理の合理化のための方策等が

協議されました。特に成年後見事件

:担当書記官事務打合せにおいては，

事件急増下であっても適正かつ迅速

な事件処理が行えるよう,上記平成

18年の成年後見事件担当裁判官等事

務打合せの結果を踏まえた事務処理

改善策を実施した際に，各庁でどの

ような問題が生じ，その解決をどの

ように図ったかをテーマとして,①

鑑定省略及び本人調査の実施の要否

の判断基準，②申立て時添付書類の

標準化，③後見等開始事件における

参与員の活用，④後見監督の在り方

の見直し，⑤後見等監督事件におけ

る参与員の活用といった論点につい

て協議がなされました。また,多く

の支部・出張所において，審理期間
・・1

が本庁より長かったり，鑑定実施事
ノ 『

例の平均審理期間が従前とほとんど

変わっていないといった現状がある

ことを踏まえて，支部・出張所を含
、

めた管内全体において事務処理改善

策を推進するためにどのような工夫

が考えられるかという点についても

協議がなされました。成年後見関係

事件の事務処理方法については｝ こ

のような協議会等で得た成果も活か

しつつ，今後も更に検討を重ね，事；

務の見直しや合理化を行っていく必

要があると考えています。

また，後見事件管理システム（改

修後の名称：後見事件管理プログラ

ム）については，期日進行管理プロ

グラム（家事事件用）とのデータ連

携機能を追加するとともに，後見等

監督事件において複数事件を一括で

立件できるようにするための改修作

業が行われ，立件作業においては大

幅な合理化が図られました。これに
。 ’

ついては既に各庁へ整備済みですの

で，各庁の実情に合わせて利用した

上で,事務処理の効率化を進めてい

ただきたいと思います。

千葉企画調査部長

家事手続案内の実情等についてお聞かせ

ください。

上田総務局第三課長‘

ウ′家事手続案内の実情等について

本年1月1日より 「家事相談」の

名称が「家事手続案内」と改められ

ました。本来，家事手続案内は，家
ノ

庭裁判所における家事事件に関する

申立手続の説明，案内を目的とする

ものであるにもかかわらず，身上相

談や法律相談と誤解して来庁する場

‘ 合も多いということから，その実質

に見合った名称に変更することとなっ
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す。今後，家庭局から法テラスに対

し関係資料の提供及び研修を行う予

定ですが，法テラスによる家事手続

の情報提供業務が開始されれば，各

庁においても家事手続案内の更なる

効率化が図られるものと期待してお

ります。さらに，法テラスでは，資

力の乏しい人に対して代理援助，書

類作成援助等の援助業務も行ってい

ますので， このような事項に関する

問い合わせについては，速やかに法

テラスを紹介し，来庁者が必要な情

一報にスムーズにアクセスできるよう

心がけていただきたいと考えます。

なお，法テラスにおいては，後見

等開始事件申立てにおける書類作成

及び鑑定費用立替の援助事業を行っ

ており，同事業に基づく法テラスか

らの鑑定費用の予納の取扱いについ‘

て，本年4月30日付けで書簡を発出

していますので，執務の参考として

ください。

家事手続案内の効率化は，受付事

務を始めとする家事事件の事務処理

全般の効率化，円滑化につながるも

のですから，適正・迅速な事件処理

の推進役である書記官として，その
》 ・ ‘

役割を千分に果たしていただきたい

と考えます。

（5）少年関係

千葉企画調査部長

最近の少年事件の動向，書記官事務の状
／ ．

況等についてお聞かせください。

たものです。

家事手続案内は’家庭裁判所の手

続を国民に利用しやすいものとする

とともに，受付事務の円滑な処理に

寄与することを目的として行われて

いますが，法律的な手続に不慣れな

一般の当事者から種々雑多な相談が

持ち込まれ，事務負担が重いという

声が多くの庁から聞かれています。
／

このような状況に対応するため，平

成19年度書記官実務研究において，

家事手続案内の標準化及び効率化を

図る,ための具体的な方策が研究さ

れ，説明の効率化を図るための手続

説明書等も作成されま.した。また,

家庭局においても｢家事相談の手引」

が改訂され， 「家事手続案内の手引」

として発刊されたところですが，こ

の中では，利用者から受けることの

多い質問と回答例等が分かりやすく

まとめられています。これらの資料

を活用し，定型的な説明については

手続説明書等のツールを活用しなが

ら，来庁者に対し，家庭裁判所にお

ける家事事件の手続を要領よく案
〃 1

内，説明していただき，家事手続案

内の一層の効率化を図っていただき

たいと考えます｡‘また，法テラス

(日本司法支援センター）の協力に

より，法テラスのコールセンター及

び各地方事務所においても，制度の

説明及び機関の紹介といった情報提

供業務の一環として，オペレーター

等が家事手続の説明を行う予定であ

り，現在準備を進めているところで
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ては,総合法律支援法の改正により，

法テラスを介した選任手続制度が創

設され，迅速かつ確実に国選付添人

を確保する仕組みが整備されまし

た。この場合の書記官事務について

は，同年10月31日付け家庭局第二課

長及び総務局第三課長事務連絡「家

庭裁判所における新たな国選付添人

選任手続等に関する書記官事務」が

発出されていますから，執務の参考

としてください。

なお，保護観察における遵守事項

” の関係では，本年6月1日から施行

される更生保護法において，保護観

察の開始後においても，家庭裁判所

の意見を聴き， これに基づいて保護

観察中の者が遵守すべき特別の事項

（特別遵守事項）を設定又は変更で

きることとなります。同法の規定に

基づいて家庭裁判所へ求意見があっ

た場合の事務については，書記官事

務としても新たな事務となるもので

すから，制度内容の理解を深めてい

ただき，確実な事務処理をしでいた

だきたいと思います。

,千葉企画調査部長

被害者配慮制度等における書記官事務の

在り方についてお聞かせください。

上田総務局第三課長

イ被害者配盧制度等における書記官

事務の在り方について

記録の閲覧.'謄写,意見陳述，審

判結果等の通知など,平成'2年の少

年法改正により導入された被害者配

慮制度については，犯罪被害者等基

安東総務局第一課長

ア最近の少年事件の動向,書記官事

務の状況等について

少年保護事件の新受人員は，昭和

41年に過去最高(109万4339入）を

記録し，その後，昭和58年にピーク‘

（68万4830人）を迎えて以降減少を

続け,平成7年に29万3703人となっ

た後若干増加しましたが,平成11年

以降再び減少し，平成19年は19万

4650人となっています。しかし，社

会の注目を集める重大事件が発生す

るな､ど，少年非行は深刻な状況にあ

り,少年事件の事件処理においても，

より一層慎重な処理が求められる状

況となっています。 “

このよ,うな状況を踏まえて，平成

19年5月に少年法等の一部を改正す

る法律が成立し，同年11月から施行
． ／

され，①触法少年に係る事件の警察

官等による調査，②下限年齢をおお

むね12歳以上とする14歳未満の少年

の少年院送致，③保護観察中の者が

遵守事項を遵守しなかった場合の措

置，④一定の重大事件について裁判

所の判断により国選付添人を付する

制度などが新たに導入されました。

この改正に伴い，保護観察中の者が

、 遵守すべき事項を遵守しなかった場

合の措置の申請事件（施設送致申請

事件）を,準少年保護事件として新

たに立件することとL,平成19年10／

月に受付分配通達の改正通達を発出

しています。

また，国選付添人選任手続につい
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長書簡により，被害者に対し審判結

果等の通知を郵送する際に法務省作

成の説明資料を同封するとともに，

同資料を裁判所の窓口にも備え付け

ることとされました。犯罪被害者等

基本計画においては，国の各機関が

連携を図りながら協力していくとさ

れており， このような取扱いもその

一環として行われるのが相当と考え

られるものですから，その趣旨を理

解して適切に対応していただきたい

と思いますd

さらに，少年審判における犯罪被

害者等の権利利益の一層の保護等を

図るため，少年法の一部を改正する

法律案が現在国会に提出されていま

すが,その内容は,①被害者等によ

る少年審判の傍聴，②被害者等によ

る記録の閲覧及び謄写の範囲の拡

大，③被害者等の申出による意見の

聴取の対象者の拡大，④成人の刑事

事件の地方裁判所及び簡易裁判所へ

の移管となっています。この法律が

成立，施行されると，書記官事務に

も影響があるところですので，その

動向に留意していただきたいと考え

ます。また, .これにより，今後，被

害者等に対する連絡，説明，関係者

問の調整等の事務が一層増え,事件

の進行管理の要としての書記官の働

きがより重要に．なると考えられま

す。裁判所職員総合研修所で実施さ

れた平成19年少年実務研究会におい

ても，被害者配慮が必要な事件にお

ける被害者等からの情報収集及びそ

本計画において， 「少年保護事件に

関する被害者配慮制度の周知徹底」

との施策が掲げられました。

これを受けて，級害者配慮制度を

一層充実させるため，平成18年9月

28日付け家庭局長書簡において，一

定の少年保護事件の被害者等に対

し，担当書記官がリーフレット等を

郵送して被害者配慮制度を案内する

といった取組とそれを実施する場合

の目安も示されたところであり， こ

れを参考に各庁で実際に被害者配慮

制度の案内をしていただいているこ

とと思います。少年保護事件が係属

したら，できるだけ早期に被害者配
、 ノ

慮制度の存在と内容を被害者等に知

らせることが重要です。各庁の事情

に応じて案内の対象とされる事件に′

ついては，その案内に遺漏のないよ

うにしていただき， さらに，被害者

等から問い合わせがあった場合に

は,家裁調査官との適切な連携の下，

被害者等の心情に十分配盧しなが

ら，被害者配慮制度の手続を適宜教

示するなどの対応をしていた‘だきた

いと思いますb

また，法務省が実施している保護

処分を受けた加害者の処遇状況等に

関する通知及び更生保護における犯

罪被害者等施策に係る説明資料の被

害者等への交付といった施策につい

ても，被害者等への配慮の重要性と

いう観点から，家庭裁判所において

もこれに協力することが望ましいと

され，平成20年2月20日付け家庭局
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れに基づく情報共有の在り方につい

て，具体的な議論がなされたところ

です。事件の進行管理者としての書

記官には，今後一層，裁判官や家裁

調査官をはじめ，必要に応じて事務

局と緊密に連携しつつ，被害者等と

の連絡調整において中心的な役割を

果たし，事件処理の過程で発生する

様々な事象に的確に対応していくこ

とが求められるようになると考えて

います。 ’
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垣内人事局給与課長

垣内人事局給与課長

平成20年度予算の級別定数の改定折

衝においては，裁判部門の執務態勢を

より充実強化する必要があることや書

記官の職責が増大していることを踏ま

えて折衝に当たり'ました。

現下の厳しい財政状況を背景に，公

務員総人件費抑制の動きが強まる中，

次に述べるとおり，一定の成果を上げ

ることができたと考えています。

ア7級関係

地裁次席書記官2 （前年度4），

高裁訟廷管理官4 （前年度3）の切

上げを実現ずることができました

が， これは害記職全体の官職評価

の引き上げという面からも意義のあ

ることだと考えています。

この結果，下級裁次席書記官につ

いては，増設が認められた3ポスト

を含む139ポスト中131が7級以上に

格付けられることになりました。

イ 6級以下関係

書記官については， これまでの大

幅な定員振替及び増員による年齢構

成の変化及び級別定数の構成比率の

変動に伴い,書記官の適正な昇格運
用の維持が困難となることを避ける
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（1）書記官全体の処遇について

千葉企画調査部長

書記官全体の処遇についてお聞かせくだ

さい。

垣内人事局給与課長

書記官の給与上の処遇については，

書記官の法律専門職としての高度の専

門性，職務の複雑・困難性, ‘書記官の

権限拡大，職責の増大などを踏まえ，

級別定数改定や官職増設について鋭意

折衝を行い，公務員総人件費抑制を強

力に推進すべき情勢の下；適正な昇格

運用を維持するのに最低限必要なもの

を確保したところです。これからも適

正な処遇維持のため同様の努力をして

いくつもりです。

（2）級別定数関係について ，

千葉企画調査部長

級別定数，特に書記官の格付け関係につ

いてお聞かせください。 （7級関係， 6級

以下関係，官職増設関係）
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ため，引き続き5級， 4級及び3級

について定数の切上げを要求し折衝

を行った結果，現在の処遇水準を最

低限度維持するために必要な344

（5級56， 4級168, 3級120)とい

う切上げ数が認められました。

ウ官職増設関係

官職増設については，裁判部門に

おける執務態勢の充実強化を図るた

めj千葉地裁及び神戸地裁に次席書

記官各1 （いずれも7級格付け)，千

葉家裁に次席書記官1 (6級格付け）

を増設することが認められ， また，

主任書言館の増設についても， 35の

増設を確保することができました。

.

一

可

丸山人事局参事官

CA-1の申込者数は648人，任官数

は62人)。

本年度の試験(CA-3)について

は， 1月17日及び18日に筆記試験が実

施され， さらに5月7日から27日まで

の間に，各高裁において口述試験が実

施されました。

、今後は，口述試験合格者に対じ, ‐6

月30日から9月17日までの間，裁判所

職員総合研修所における中央研修及び

各庁における実務研修を内容とする実

務試験が行われることになります。こ

の実務試験は，書記官任用前に，書記

官として必要な基本的な法律知識と実

務知識を付与することを主たる目的と

する研修という面も有するもので， ま

すます高度化する書記官事務を適正迅

速に処理できる書記官を育成すること

に資する内容となっています。

なお，裁判所職員総合研修所におけ

る中央研修の期間は，従前の書記官基

礎研修の期間とほぼ同様であることか

ら,家庭事情等のため長期間の研修に

参加することが困難な職員で実務能力

を有する優秀な事務官等にも，書記官

となってその能力を活用する途を確保

できるものと考えでいます。

〆.~､、

】

4書記官の任鬮上の問題について

（1）書記官任用試験及び主任書記官選考

について

千葉企画調査部長

書記官任用試験制度及び主任書記官選考

制度の実施状況等についてお聞かせください。

丸山人事局参事官

司法制度の改革に伴い，制度改革や

法改正がめまぐるしく行われる中,．ま

すます高度化する書記官事務に対応し

ていくため,従前のCP試験に代わり，

平成18年度から，裁判所書記官任用試

験（以下「､CA試験」という。)が始

まりました。

昨年度行われたCA試験(CA-2)

‐ では,全国で385人の受験申込みがあ

り，筆記試験，口述試験及び実務試験

を経て最終合格した54人が， 10月1日
、

付けで書記官に任官しました（なお,
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また, CE及びCA試験受験者の学

習意欲の維持，向上を目的として，平

成20年度に実施される試験(､CE-60,

CA-3)から，有効に受験して不合

格となった受験者のうち希望する者に

対して，筆記試験の成績の通知を行う

こととしました。

これにより，多くの受験者の皆さん

に，書記官任官に向けての学習意欲を

一層高めていただくことを期待してい

ます。

， 次に主任書記官選考についてです

が，現在は，すべての高裁において公

募による主任書記官選考が実施されて

‘ います。これは，今後ますます重要性

が高まっていく主任書記官という職務

について,意欲と能力のある職員を適

材適所の観点から透明な手続によって

広く登用していくという趣旨によるも

のだと認識しています。また』公募制

の場合，子どもの養育など自らのライ

フサイクルを．踏まえて，いつごろ選考

を受験するかということを自ら選択す

ることが可能であることから，男女共

同参画社会における女性の主任書記官

の積極的登用にとっても望ましい手段

の一つではないかと考えています。

（2）書記官の任用政策について

千葉企画調査部長

書記官の任用政策について,特に主任書

記官等のポストの増設及び書記官の専門分

野ごとの育成・配置についてお聞かせくだ

さい。

丸山人事局参事官

ア主任書記官等のポストの増設につ

、いて
「書記官の給与上の諸問題等につ

いて」のところで説明したとおり,，

主任書記官ボスI､の増設について

は,平成20年度予算においても,一
定数の主任書記官の増設を実現す.る

ことができました。

適正迅速な裁判の実現に向けて裁

判部の職員が十分に能力を発揮でき

るよう･な指導監督態勢を構築してい

く必要性がより強まっていますの

で，主任書記官ポストの増設につい

‘ ては，今後も引き続き努力をしてい

きたいと考えています。

また，大規模地裁の大規模な部に

おいて多くの部下職員を抱えて極め

て重い職責を担う主任書記官の給与

格付けの改善を図るため， これまで

に，東京地裁,;横浜地裁’さいたま

地裁，千葉地裁,大阪地裁，京都地

裁，名古屋地裁，広島地裁，福岡地

裁，札幌地裁に総括主任書記官ボス

ト（7級）の設置を行ってきたとこ

ろです。

さらに，同様に重い職責を担う高

裁訟廷管理官についても平成17年度

以降7級切上げ6を実現し，平成20

年度においても4の切上げを実現す
ることができたところです。

これらの7級ポストの設置や7級

切上げは，書記官全体の官職評価の

引き上げにもつながりますので，今

後も職責に見合うよう引き続き努力

、
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会報書記官．第16号
1

また，民事の分野においても,、こ

れまで以上に，専門的知見を必要と

する複雑困難な事件が裁判所に持ち

込まれるよ;うになってきています。

書記官には多様な経験を積んでも

らうことを基本に据えることはこれ

までと同様ですが， このような司法

を取り巻く状況にかんがみると，今

後は，書記官の育成,配置の在り方

については,新しい制度の運用等を

も見据え，書記官の専門性の向上に

も十分に配慮していく必要があると

考えています。

（3）再任用の実施状況等について

千葉企画調査部長

再任用の実施状況についてお話くださ

い。また,書記官の他官庁への出向状況等
についてもお聞かせください。

〉

していきたいと考えています｡ただ，

7級は，行政官庁では「管区機関の

特に困難な業務を所掌する課の長や

府県単位機関の長」についてようや

く格付けられる職務の級であるた

め,その拡大について､は，一定の限

界があることは理解していただきた

いと思います。

イ書記官の専門分野ごとの育成･配

置について

司法制度改革は,議論・立法の段

階を終え，実施の段階に入っていま

す6社会の複雑多様化，国際化等が

より一層進展する中で,国民がより

容易に利用できるとともに，公正か

つ適正な手続の下， より迅速,適切

かつ実効的にその使命を果たすこと

ができる司法制度の構築と円滑な運

用に向けて司法制度改革の実施が進

められている中で，裁判所がその使

命を十全に果たしていくためには，

書記官にあっても，裁判官との協働

態勢の下，裁判官との機能分担を更

に推進するとともに専門性の向上を

図って，訴訟運営に積極的に関わっ

ていくことが求められます。

とりわけ刑事分野においては，裁

判員制度の運用開始を目前に控え，

各庁における模擬裁判や模擬選任手

続等の実施結果等も踏まえ，具体的

な運用方法等の整備を進めていると

ころですが,>書記官事務の遂行に当

たっても，新制度の円滑な施行及び

施行後の安定的運用の実現に向け，

継続的な取組が不可欠となっています。

ノ

、

ノ

丸山人事局参事官

ア再任用の実施状況について

裁判所においては，職務に対する裁判所においては，職務に対する

意欲と能力を有し，再任用を希望す

る職員については，定員及び(級別）

定数の範囲内ではありますが，原則

として再任用する方向で運用してい

ます。

書記官（有資格者）の再任用者数

を見てみると，平成19年度末に定年

退職した書記官(有資格者）のうち，

本年4月に再任用された者は43人

(約29％）であり，昨年度の再任用

者数（22人）に比べ，大幅に増加し

ています。また，昨年度に書記官と

して再任用された者（50人， 1回目

及び2回目更新者を含む｡）のうち，
U
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任期更新可能な者は40人であり，そ

のうち30人（75％）の任期が更新さ

れています。

今後，公的年金の満額支給年齢の

引上げが段階的に進むにつれて，再

任用希望者･(任期の更新希望者を含

む｡）がさらに増加し，それに伴っ

て現在の勤務地以外の場所での再任

用を希望する者も増加していくこと

が予想されます。このため，再任用

者の任用配置に当たっては，他の地

家裁管内又は他の高裁管内での再任

用を希望した者の勤務地の調整や，

再任用希望が小規模庁に集中Iした場

合の勤務地の調整さらには現役職

員の異動ローテーションとの調整

等，種々困難な問題に直面する､もの

と思われますので，最高裁としても

各高裁と緊密な連携を図りながら適

切な対応を行っていきたい．と考えて

‘います｡

イ他官庁への出剛犬況等について
他省庁等への出向は，平成20年4

月1日現在， 12か所42人となってい

ます｡7具体的な出向先は次のとおり
です｡．

(1)衆議院（法務調査室) 1

(2)・参議院（法務調査室） 1

（3）裁判官訴追委員会1

（4）弾劾裁判所2

（5）公害等調整委員会1

（6）公正取引委員会2

（7） 国税不服審判所（東京，関東信

越，大阪，名古屋，広島） 6 －

（8）人事院1

（9）金融庁2

⑩,預金保険機構（東京，大阪） 2

(11) 法務省1

． ⑫日本司法支援センター（本部,

東京，千葉，大阪，京都，奈良,

三重,福弗広島,佐賀，長崎，

熊本，宮崎宮城，札幌，香川，

徳島高知，愛媛）22

出向期間は出向先によって異なり

ますがウ通常は2年ないしは3年と

、なっています。

’他省庁等への出向は，裁判所以外

の組織を経験する‘ことによって視野

が拡大し識見が高まるため，出向者

自身の能力向上や専門性を深めるこ

とに資するところが大きく，ひいて

は，それを組織に還元することによ

り，組織にとっても有用性が高い等

のメリットもあることを考慮に入れ

つつ，事件処理に必要な書記官を確

保することを前提に，今後も出向先

及び人数についで検討していきたい

と考えています。

（4）産前。産後休暇，育児休業制度にお

ける代替職員の確保について

千葉企画調査部長

産前･産後泳暇,育児休業制度における

代替要員の確保についてお聞かせください。

丸山入事局参事官

産前産後休暇中における代替要員

の確保についてはゥ平成14年8月1日

から，傑職者や年度途中の離職者がい

る等の限られた場合ではあ‘りますが，

書記官を代替要員とする臨時的任用を

行っているところです。
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等裁判所や最高裁判所への照会を通じ

て，当該庁において勤務に応じる見込

みがある者についての情報を収集する

ことができる態勢を整えているところ

です。

また，産前･産後の特別休暇期間中

の臨時的任用者の給与格付けについて

も，育児休業に伴う任期付採用等と同

様に，再任用者よりも有利な俸給月額

に決定できるような方式を採ってお

り，希望任地等で折り合えば再任用希

望者が産前・産後休暇及び育児休業期

間中の代替要員として活躍してもらえ

る環境作りも行っています。

しかしながら，任期付採用等の候補

者を十分に確保することが困難な状況

は依然として続いていますし，書記官

数の増加や育児休業等取得の促進によ

り,今後も，育児休業取得者が高い水

準で推移することが見込まれます｡そ

こで,先に述べたような方策に加えて，

平成20年度においても，書記官に限っ

てではありますが，各高裁管内におけ

る育児休業取得者数のうち，一定程度

の数について正規職員である書記官で

補充できる扱いとしています｡これは，

1年間を通じて常時相当数の書記官が

育児休業を取得し, しかも育休代替要

員の確保が実際上困難であることが見

込まれる中で,育児休業取得者勃塩きょ

職務復帰することとなった場合に生じ

る支障や育休代替要員による補充の困

難性等を総合考慮して行っているもの

です。

なおｳ任期付採用等による代替要員

最近数年間における育児休業を取得

した書記官の数は，平成16年度が97人

(うち男性職員7人，以下（ ）内は

男性職員数で内数)，平成17年度が134

人(11人),平成18年度が139人(13人)，

昨年度が155人（8人)，そのうち任期

付採用又は臨時的任用（以下「任期付

採用等」という。）を行った数は，平

成16年度が80人（82.5％)，平成17年

度が106人（79.1％),平成18度が110

人（79.1％)，昨年度が129人（83.2％）

となっており，育児休業に伴う代替措

置としての任期付採用等は，育児休業

制度の定着とともに，高い割合で行わ

れるよう‘になっています。

ところで，書記官の育児休業等に伴

う代替要員の確保については，書記官

任命資格を有する者の代替要員の確保

の困難さから,産前産後の特別休暇

中は,事務補助要員を賃金雇人という

形で雇い入れ,その後の育児休業期間

中は，その者を事務官として任期付採

用等を行うことも多いかと思われます

(昨年度任期付採用等を行った者129人

のうち，書記官を任用したのは32人

(24.8％）となうています｡)。

そこで，書記官任命資格を有する代

替要員を確保し，司法制度改革の実施

に向けて裁判部の戦力を維持するた

め，書記官任命資格を有する者で， 1

年以内に定年退職,再任用終了， 自己

都合退職等が予定されている者に対し

て任期付採用等の希望に関する調査を

実施したり，各裁判所は，当該庁に書

記官任命候補者がいない場合でも，高
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の確保については，平成17年1月に策

定された次世代育成支援対策推進法に

には一定の時間が掛かることは理解し

ていただきたいと思っています。
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基づく裁判所特定事業主行動計画「み

んなで支える子育て応援アクションプ

ラン～よりよい勤務環境を目指して

～」でも触れられています。この中で

は，育児休業等を取得することになっ

た場合は，業務に支障が出ないように

業務分担の見直しを行ったり，任期付

採用等による代替要員を確保すること

を検討するなど，育児休業等取得者が

安心して育児に専念できるような勤務

環境を整えていくこととしており，今

後もより一層，書記官の育児休業等に

伴う代替要員の確保に努めていく必要

があるものと考えています。

また，昨年8月1日に施行された育

児短時間勤務については，子育て中の

職員にとって利用しやすいものとしつ

つ，公務運営に与える影響を踏まえ，

職員全体の理解を得ながら，配置や業

務分担を工夫することなどによって,、

裁判所の業務においても比較的対応し

やすいと考えられる例を「育児短時間
‘ 、 ／

勤務職員の勤務時間の割振りモデル」

として示して.います。このモデルに当

てはまる請求については,基本的に配

置や業務分担を工夫することなどによ

り，できる限り速やかに承認されるも

のと考えており，実際そのような運用

がされていると認識しています。

このﾓデﾙに当てばまらない請求に

ついては，公務運営に与える影響を慎

重に検討する必要があり，異動等も視

野に入れることもあるので，その検討

また，任期付短時間勤務職員を確保

する必要性も高いと考えられますが，

任期付短時間勤務職員は，育児短時間

勤務を取得した職員と「同一の業務」

を行うこととされており，書記官のよ
ミユ

うな資格官職の任期付短時間勤務職員

の確保は相当の困難があり'ます。

いずれにしても，育児短時間勤務の

承認に当たっては，様々な工夫をする

ことにより，適切に対応していきたい

と考えています。
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5 メンタルヘルスについて

｜
』

千葉企画調査部長

メンタルヘルスの具体的実施状況につい

てお聞かせください。

丸山人事局参事官

職員の心の健康づくりのためには，心の

健康の保持増進,心の不健康な状態への早

期対応，円滑な職場復帰と再発の防止のそ

れぞれについて，管理職員はもとより，

個々の職員の理解を深め，意識啓発に努め

ていく必要があります。

このような観点から,裁判所においては，

各庁において実施される健康管理講習会

や,新採用職員研修，中間管理者研修等の

各種研修の中で，できる限り心の健康づく

りのための科目を設け，人事院の専門家会

議の取りまとめによる研修教材等を活用し

た研修を実施することにより，職員に対し

て心の健康づくりの浸透及び意識啓発を図っ

ているところです。また,、人事院主催の研

修講師養成講座等に健康管理者や健康管理

し

１
１
１
１
１
１
１
１
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r

事務担当者をできる限り参加させ，各種研

修が効果的に行われるよう努めているとこ

ろです。

このほか，職員本人の心の悩み相談や上

司･･同僚からの相談の窓口として，最高裁

及び各高裁所在地に臨床心理士などの専門

家によるカウンセリング体制を整備し，そ

の他の庁においても， カウシセリング会を

実施しているところです。 ）

一空』一

4。
ざ
い
ｖ
』
貼
Ｐ

岡部情報政策課参事官

ニュアル等に関する貴重な御意見

をいただくなど多大な御協力をい

ただきました。この湯を借りて御

礼申し上げます。

完成したシステムはⅢ応答性の

点では， 【 ‐】

6情報政策課と書記官事濡につ

いて

（'）裁判事務支援システムについて

千葉企画調査部長

裁判事務支援システムについてお聞かせ

ください｡

岡部情報政策課参事官

ア民事裁判事務支援システム(MI

ー、
ノ

1 し

■いう目標を達成し,操作性

の点でも,0 ■こ基本

情報を集約するとともに，画面遷

移も事務処理の流れに沿った直感

的に理解できるものとすることが

できたと考えております。

fr)MINTAs導入による書記官

事務の変更点

a他システムとの連携

MINTASの大きな特色の

一つとしては,【 】

【－－ 】(以下●
【 Dという｡),及Ue

NTAS)

mMINTASの概要

MINTASは，昨年の座談会

でも概要をお話ししましたが，民

事裁判事務における書記官事務に

ついて，その中核となる公証事務

と進行管理事務に重点を置き， こ

れを的確かつ迅速に支援するとと

もに，特に応答性の確保及び操作

性が改善されたシステムとするこ

とを目指し，平成18年4月から開

発を進め，本年2月12日に第1次

導入庁であるさいたま地裁に導入

し，本格稼働を開始したところで

す。開発にあたり，パイロット庁

である東京地裁とさいたま地裁の

職員の皆様には，帳票，画面，マ

、

〃

、
_=ノ

）

1 、 (以下

｡） と【 Dという｡） と

の連携があります｡

(a)0 Dとの連携につ

いて ．

MINTASでは,■

ー連携し,MINTA

1

一

ノ
I

1
形

泡

】
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、
、

sで登録した0 0

【 D

【 羅能を設けること

により， これまで別途各庁及

‘び各部で行われてい一
F
L 】

●を不要なものとしていま

す。また,■の作成につ

いて〈も,MINTASで作成

したQ D

q －－－ 』
■■■ことにより，事件票

チェックシステムによる●

【 ■■

【 、を不要なも

のとしました。 、

これにより，大幅な事務の

省力化が図られているものと

考えております。

(b)q 】との連携に

ついて

これ､まで，民事裁判事務処

理システム（以下「民裁シス

テム」という。）導入庁にお

いては，送達費用を予納郵便

切手ではなく予納金として納

付させて保管金として取り扱

うことができました。この送

達費用に関する予納金（以下

「送達予納金」という｡）につ

いては民裁システムで管理し

ておりましたが，送達予納金

以外の保管金（例えば鑑定料

や証人旅費日当など）につい

て厩' Dで管理し

ていたため,書記官としては，

保管金の事務処理のために二

つのシスデムを使い分けて利

用する必要がありました。ま

た，庁としても，送達予納金

の取扱いのためにｳ民事訟廷

に分任歳斗歳出外現金出納官
吏又は出納員を設置する必要

がありました◎

MINTA.Sでは,■

ーと連携し，書記官が

，r
L_柿
■【

＝＝｡

週どによー
｡ 『 ・

⑱利用及 支払

なとQ 】

●にかか匿 一週すべて
MINTAS上で操作できる

ようにしました。

． これにより，書記官は，保

管金の種類によってシステム

を使い分ける必要が鞍くなる

とともに，郵便料を取り扱う

ために分任歳入歳出外現金出

納官吏又は出納員を民事訟廷

に置く必要がなくなるなど，

事務の効率化が図られている

ものと考えております。

be幾能の改善

二つ目として,q■■機能の改
善が挙げ.られます。

民裁システム非導入庁では，

期日進行管理プログラムを利用

しているため,‐し力●

一

』

■ー1 ること

ができず，当事者等の外部から

77
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●をMINTAS上で行うこと

ができる機能を設けたことが挙

げられます。

ql ‐ ■■事務につい

の照会に対し亘 壷の●

を?行う場合にば,事件

簿等を用いるなど，他の手段に

より行わざるを得ませんでした。

民裁システム導入庁では， こ

の点， システ.ムに 】

がeれているため,「

●とし～呵能でした

減■■■に30秒以上もかか
るなど応答性が十分ではなく,

また;●機能自体咽

【 面るというシンプ

ルなものであったため,‘当事者

等からの照会に即座に対応する

ことが難い{状態でした。

MINTASでは，民裁シス

テム同様にq 】

●を可能としつつ,応答性能の
大幅な向上を図るとともに,●

●機能についても,0 】

』

ては， 0 し

1 し

O DをMINTASに登録

して管理し,【 】
・ 〆

【 】
・ ・ （

できるようにしました｡また,

【 園ついても，

01
＆

【 週利用して行うこと

によって,q Z

管理できるようにしました。な'

お,【 】

【 ■■儀能を設けること

により，セキュリティの確保を

図っています。

【ー務について

は,0 】1 し
、

I 11 し
』

’一ることが可能となるよ

う，改善を図りました。

これによって，必要な情報を

早く確実に得るごとが可能とな

り，当事者等の外部からの照会

に対しても迅速に対応すること

が可能となりました。

c【 醸能,

r 1
L 」

【 ■をMINT
ASに登録して管理する機能を

設けました。また,【 】

一号ついても,ー
0 】

1’ ．

●を利用して行うことにより，

■＝ ‐ーを管理できる

ようにしました。

dq 】

僻能
四つ目として,【 】

【 鹸能が挙げられ

、ノ

9

､__ノ

｣

ユョ．

1 し

e機能の追肌
三つ目として， これまで帳簿

等を利用して事務処理を行って

き置 】

ー

4

1

沼 1

U
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座談会

q 遍きるので，期

日順に並べた記録を探す際にも

とても便利であるとの感想をい

ただいております。

.b操作性

操作性について,MINTA

Sでは主要な事務に関する操作

にあたりマニュアルを参照しな

くても画面を見れば自分がした

い処理に関する事務の操作をす

る画面にたどり着けるなど，民

裁システムに比して格段にわか

りやすくなったと好評を得てお

ります。本年4月期の異動では

じめてMINTASを使うこと

になった職員からも，画面の遷

移が予測でき，主要な操作方法

を違和感なく習得できたとの感

想を得ております。

国，今後の導入展開予定

本年度（平成20年度）について

は，昨年度導入済みのさいたま地

､裁を除く民裁システム導入庁の26

庁に対して， 「別添資料」のとお

り， 7月7日の前橋地裁，新潟地

裁を皮切りに2月16日の秋田地

裁，青森地裁まだ導入展開を進め

て参ります。

各庁への導入にあたっては， ま

ず,MINTAsの操作方法の習

得を目的として，各庁の導入日の

約2か月前に，総合研修所におい

て導入研修を行うことを予定して

おります。この研修には，各庁の

訟廷，各部の代表者の方々に参加

ます。

MINTASでは,

q 】

Q Dできるようにし，利用

頻度の高い機能を【 D

【 這せるなど

して利便性を高めるとともに，

【 ■についても,●

【 D

【 、することを

可能とすることによって，業務

の実情に応じたシステムの利用一

を可能としています。

⑥さいたま地裁における利用状況

a応答性

， 民裁システムの全国展開が中

止された経緯からも明らかであ

るとおり,MINTASの一番

の使命は応答性の改善にあると

言っても過言ではあ‘りません。

この涼については，第一次導入

庁であるさいたま地裁の職員の

皆様からも，民裁システムと比

較して応答性が格段に改善され

ていると好評を得ているところ

です。とりわけ8 ■儀能に

ついて,民裁ｼｽﾃﾑで'I"-i
●こ30秒以上かかっていたと

ころ,MINTASで1－

0 、するので，当事

者からの電話照会にも即座に対

応できると好評を得ておりま

す。また,【 遥能

についても,Q 】

、 ’

』

ノ
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郵券についても,MINTASで

は郵券管理機能を廃止したことか

ら，民事訟廷管理官の一括管理か

ら事件担当書記官がそれぞれ管理

する方法へ変更していただく必要

がありますので，その手順を検討

していただき，各庁の実情に応じ

て返還作業を開始していただく必

要があります。

加えて各庁の皆様には,MIN

TASにデータ移行するにあたっ

て，民裁システムに登録された情

報のデータ補正や現在民裁システ

ムには登録されていない労働審判

事件の情報を登録するためデータ

の補完をお願いすることになりま

す｡前述の導入研修の際に,デー

タ補正やデータの補完をお願いす

る項目を記載したリストとその方

法について手順書をお示しして御

説明させていただく予定ですの

で，御協力をお願いいたします。

なお，現在,期日進行管理プロ

グラムを利用している庁への平成

21年度以降の展開予定について

は，先に導入した庁におけるMI

NTASの稼働状況を見ながら今

後決定することになりますが，情

報化戦略計画にあるとおり,順次

展開を進め,平成22年度末までに

は, 'MINTASの全国の本庁，

支部253庁への展開を完了する予

定です。

新しい刑事裁判事務処理システム

前述のとおり,MINTASのさ

していただき，基本操作マニュア

ルの内容に従って実際の端末を使

用してMINTASの主要な操作

方法を体得していただきます。当

該研修に参加された代表者の方々

には，その後各庁における集合研

修又はOJTを通じて，各庁の他

の職員の方々に習得した知識を還

元していただくことをお願いした

いと考えております。また，その

他にも各職員の皆様には，基本操

作マニュアル,研修用CD-RQ

M,q 】

Ｉ

、

一

１
Ｊ

，1

【 】を利用し

て自習を行うことも可能ですの

で，これらの活用により操作方法

を習得していただけるものと考え

ております｡ ， ・

MINTAsを導入するにあたっ

て各庁において準備をお願いする

事項については,ll各庁の導入の3

か月前ころまでに， システム導

入・管理マニュアルを配布させて

いただくとともに，前述のMIN

TAS導入研修の際にも準備事項

の詳細について説明をさせていた

だく予定です。

なお，この他にも,MINTA

sで使用すそ0 及心

0 b発注,作成など

につきましては，各庁において準

備が整い次第開始していただきま

すとともに,民事訟廷管理官にお

いて一括管理しておりました予納

1

ノ

一一

｣

■

L▲一

イ
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イ家事事件用プログラムについて

，期日進行管理プログラム（家事事

いたま地裁での本格稼働開始，民裁

システム導入庁への導入展開を受け
リ

リ

I件用).については，平成19年度まで

に，全国の家庭裁判所(310庁，東

京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所は，

後見事件担当部署のみ）に配布済み

です。

平成19年度には，調停委員出勤管

理プログラムとのデータ連携調停

室等の部屋管理機能の追加，調停委
〉 ．

員ミ参与員情報の管理機能の強化，

自動配てん機能の追加等の改修を行っ

たところであり，今年度は, この改

修後のプログラムを，現在調停事件

管理システ'ムを使用している，東京

家庭裁判所東京家庭裁判所八王子

支部,横浜家庭裁判所，大阪家庭裁

判所及び名古屋家庭裁判所の5庁に
‘ L

データを移行して導入し， これらの

5庁における稼働状況を見た上で，

その他の家庭裁判所に配布する予定

です。

(3) JoNETポータルについて

千葉企画調査部長

J･NETポータルについてお聞かせく

ださい。

岡部情報政策課参事官

昨年8月より， ロータス・ノーッに

代わる情報共有のシステムとして，

J･NETポータルが導入され,本年

4月からは全国の裁判所のIE･OE

r ｡化が完成し．たことにより, OEのメー

ルアドレスが付与されている職員は，

各自が利用している端末からJ･NE

Tポータルを閲覧することが可能とな

て，今年度から,刑事裁判事務支援

システム(KEITAs)の開発に

着手する予定です。

KEITASの開発では,MIN

. TASの開発思想である「書記官事

務の合理化・効率化｣， 「応答性や操

作性に優れたシステム｣， 「他のシス

テムとの連携の容易性の実現」など

を継承しながら,‘必要な機能に絞っ

たスリムで，シンプルなシステムと

することを目指す予定です。

（2）期日進行管理プログラムについて

千葉企画調査部長

期日進行管理プログラムについてお聞か

せください。

岡部情報政策課参事官

ア出勤管理プログラムについて

調停委員出勤管理プログラムにつ

いては，平成18年度に開発し，平成

19年度に東京地方裁判所，大阪地方

， 裁判所及び全国の地方裁判所本庁に

併置されている簡易裁判所（50庁）

に配布済みです。

簡易裁判所においでは,一

ノ

I
１
１

I

、

ノ
I

、
ｒ
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とデータを連携し, 1 、

、
４0

’

1 ｝
一

を作成す1
可
１
ｈ
“
’
型
一

｜
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ることができます。またウー
タ

「 浬もデータ連携していL

ます。
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ルを活用していくことを考えています。

篠原事務局長

以上をもちまして，座談会を終了させて

いただきます。閉会に当たり，林会長から

ごあいさつを申し上げます。

林会長

長時間，多岐にわたり多くのテーマにつ

いて，大変有意義なお話をお聞かせいただ

き，誠にありがとうございました。

公務員を取り巻く情勢が厳じい中で，総

務局，人事局，情報政策課の皆様方が，書

記官等職員のためにご尽力いただいている

様子をお伺いでき，改めて，当局のご努力

に敬意を表したいと思います。

本日の座談会では!，何といっても，真近

りました。 J･NETポータルには，

1 ｝

【 】情報を

必要とする職員にとって，いわば，玄

関（ポータル)の役割を果たすものです。

J ･NETポータルでは，本年4月

より， ロータス．ノーツを利用し心

､

1 ，

1 ，

ーまた，ロータス、ノーッ上の

各種データベースについても，平成20

年度末までに必要に応じて,J･NE

Tポータル上に移行される予定です｡

今後は， これを基盤として各種業務

に利用できるよう, J ･NETポータ
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座談会

に迫った裁判員裁判の実施に向けたお話

に，関心を持ちました。裁判員裁判におけ

る書記官の役割，事務内容,訟廷の人的態

勢, ITツールなど本番に向けて環境整備

が着々と進んでいる状況をうかがうことが

でき，大変心強く思っております。日本害

協では，この春に模擬裁判等を担当した刑

事書記官を集めて裁判員制度をテーマとし

た座談会を企画しましたが，現場の書記官

は,模擬裁判等の経験を通して，その中か

らいろいろな課題を抽出し， これを実践的

に分析検討しており，座談会も大変充実し

たものになりました。その様子に接し，確

かな手ごたえを感じたものですが,当局と，

実際に裁判員裁判を担当する書記官が歩調

を合わせてこの未曾有の事態に立ち向かっ

ていけば，必ず良い展望が開けるものと思っ

ており,ます6

さて， この座談会の記事は， この7月発

行の「会報書記官第16号」に掲載する予定

です。全国の会員にとって， ‘大変有益な情

報提供になるものと思います。

日本書協としましでも，本日伺ったこと

を今後の活動，運営の参考にさせていただ

きたいと考えております。

総務局，人事局,情報政策課におかれま

しては，書記官制度の充実発展，書記官

事務の在り方，処遇の改善IT化の推進

等につきまして一層御尽力いただきますと

ともに，今後とも， 日本書協に対しまして

ご支援を賜りますようお願い申し上げて,
この座談会の終了のあいさつといたします。

本日は，誠にありがとうございました。
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会報書記官烹第16号

(別添資料）

民事裁判事務支援システム導入展開予定（平成20年度）

導入対象庁‘ 稼働開始予定日

平成20年7月7日（月）

7月22日(火）

9月16日(火）

9月29日(月）

10月14日（火）

10月27日(月）

11月4日(火）

11月25日（火）

12月15日（月）

平成21年1月13日(火）

2月2日(月）

2月16H(月）

前橋地方裁判所本庁，新潟地方裁判所本庁

千葉地方裁判所本庁，宇都宮地方裁判所本庁

札幌地方裁判所本庁,旭川地方裁判所本庁

長崎地方裁判所本庁，宮崎地方裁判所本庁

福岡地方裁判所本庁，熊本地方裁判所本庁

大津地方裁判所本庁，金沢地方裁判所本庁 ，

神戸地方裁判所本庁，津地方裁判所本庁，岐阜地方裁判所本庁

広島地方裁判所本庁，山口地方裁判所本庁，岡山地方裁判所本庁

高松地方裁判所本庁，徳島地方裁判所本庁

横浜地方裁判所本庁，京都地方裁判所本庁

福島地方裁判所本庁，山形地方裁判所本庁

秋田地方裁判所本庁，青森地方裁判所本庁
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